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旨

本
法
律
案
は
、
食
品
を
介
し
て
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
を
摂
取
し
た
こ
と
等
を
原
因
と
す
る
特
殊
な
健
康
被
害
そ
の
他
の

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
が
置
か
れ
て
い
る
事
情
に
鑑
み
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
国
等
の

責
務
を
明
ら
か
に
し
、
基
本
指
針
の
策
定
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

基
本
理
念

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
は
、
適
切
な
医
療
の
確
保
、
生
活
の
質
の
維
持
向
上
、
診
断
等
の
技
術
の
向
上
及
び
成

果
の
普
及
等
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
等
の
人
権
の
尊
重
等
に
関
す
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

国
等
の
責
務

国
は
、
一
に
の
っ
と
り
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
実
施
す
る
責
務
を
、
関
係
地
方
公
共
団

体
は
、
一
に
の
っ
と
り
、
そ
の
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
実
施
す
る
責
務
を
、
原
因
事
業
者
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
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患
者
に
対
す
る
医
療
費
の
支
払
そ
の
他
被
害
の
回
復
を
誠
実
に
行
う
と
と
も
に
、
国
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
が
講
ず
る
施

策
に
協
力
す
る
責
務
を
有
す
る
。

三

基
本
指
針
及
び
基
本
的
施
策

１

厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
指
針
を
策
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
等
は
、
医
療
費
の
支
払
等
の
支
援
、
健
康
状
態
の
把
握
、
診
断
基
準
の
見
直
し
並
び
に
調
査
及
び
研
究
の
促
進
等
、

医
療
提
供
体
制
の
確
保
、
情
報
の
収
集
提
供
体
制
の
整
備
等
に
係
る
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

四

施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

原
因
事
業
者
の
事
業
の
継
続
が
困
難
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
速
や

か
に
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。


